
猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員定数条例 

平成１２年８月１７日 条例第４号 

 

改正 平成１５年２月２７日条例第２１号 

平成２１年４月１日条例第３３号 

 

（定義） 

第１条 この条例において「職員」とは、この組合に常時勤務する地方公

務員で、一般職に属するもの（臨時に雇用される者を除く。）をいう。 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

（１）管理者の事務部局に置く職員       ２０人 

（２）議会に置く職員              ３人 

（３）監査委員の事務を補助するために置く職員  ２人 

（４）公平委員会に置く職員           ２人 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行し、平成１２年８月１１日から適用する。 

付 則（平成１５年条例第２１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２１年条例第３３号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 


